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経
営
上
の
あ
ら
ゆ
る
悩
み
の
相
談

　

に
対
応
し
ま
す

　
秋
田
県
内
の
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業

者
の
た
め
の
相
談
所「
秋
田
県
よ
ろ
ず
支

援
拠
点
」
が
、
県
内
を
巡
回
し
て
い
ま
す
。

日
時　

１
月
14
日（
水
）18
時
〜
20
時

場
所　
中
央
公
民
館
研
修
室

　
　
　
あ
き
た
企
業
活
性
化
セ
ン
タ
ー

　
　
　
☎
０
１
８‐
８
６
０‐
５
６
０
５

秋
田
県
司
法
書
士
会　
無
料
相
談
会

日
時　

１
月
21
日（
水
）14
時
〜
16
時

場
所　
大
館
市
北
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

相
談
内
容　
不
動
産
・
会
社
・
法
人
の
登

記
／
多
重
債
務
／
成
年
後
見　
な
ど

相
談
方
法　
面
談
に
よ
る
相
談

予
約
締
切　

１
月
16
日（
金
）15
時

　
※
先
着
順
に
８
件
で
締
め
切
り
ま
す

（
予
約
）☎
０
１
８‐
８
２
４‐
０
０
５
５

　
　
秋
田
県
司
法
書
士
会

　
　
　
　
☎
０
１
８‐
８
２
４‐
０
１
８
７

　

国
民
年
金
基
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
国
民
年
金
基
金
は
、
老
齢
基
礎
年
金
の

上
積
み
年
金
と
し
て
給
付
を
行
う
公
的
な

年
金
制
度
で
す
。
基
本
型
は
65
歳
受
給
開

始
で
す
が
、
２
口
目
以
降
に
60
歳
か
ら
支

給
の
タ
イ
プ
も
あ
り
ま
す
。

　

１
月
上
旬
に
加
入
対
象
者
へ
ダ
イ
レ
ク

ト
メ
ー
ル
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
詳
し

く
は
資
料
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
　
秋
田
県
国
民
年
金
基
金

　
　
　
　
　

☎
０
１
２
０‐65‐
４
１
９
２

お
知
ら
せ

　

企
業
在
職
者
対
象
の
講
習

▽
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
活
用
講
習

期
間　
１
月
15
日（
木
）、
16
日（
金
）

時
間　
９
時
20
分
〜
16
時

場
所　
鷹
巣
技
術
専
門
校

内
容　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
閲
覧
と
検
索
、

電
子
メ
ー
ル
の
活
用
法
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
の
マ
ナ
ー
と
注
意
点

対
象
者　
企
業
在
職
者
で
文
字
入
力
の
で

き
る
方

受
講
料　
無
料
（
テ
キ
ス
ト
代
別
途
）

申
込
締
切　
１
月
５
日（
月
）

定
員　
10
人

　
　
　
鷹
巣
技
術
専
門
校　☎

84‐

８
３
５
１

　

自
宅
が
キ
ャ
ン
パ
ス「
放
送
大
学
」

　

４
月
生
募
集
の
お
知
ら
せ

　
放
送
大
学
は
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
授
業
を
行
う
通
信
制
の
大
学
で
す
。

　
「
働
き
な
が
ら
学
ん
で
大
学
を
卒
業
し

た
い
」「
学
び
を
楽
し
み
た
い
」
な
ど
様
々

な
目
的
で
幅
広
い
世
代
や
職
業
の
方
が
学

ん
で
い
ま
す
。

出
願
期
間　
３
月
20
日（
金
）ま
で

※
資
料
を
無
料
で
差
し
上
げ
て
い
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

http://w
w
w
.ouj.ac.jp/

　
　
放
送
大
学
秋
田
学
習
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
☎
０
１
８‐
８
３
１‐
１
９
９
７

　

春
休
み
海
外
派
遣
参
加
者
募
集

　
海
外
で
の
体
験
を
通
し
て
、
お
互
い
の

理
解
や
交
流
を
深
め
、
国
際
性
を
養
う
こ

と
を
目
的
に
実
施
し
ま
す
。

内
容　
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
、
文
化
交
流
、
学
校
体
験
等

派
遣
先　
米
国
、
英
国
、
豪
州
、
カ
ナ
ダ
、

フ
ィ
ジ
ー
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
等

対
象　
小
３
か
ら
高
３
ま
で
の
児
童
生
徒

日
程　
３
月
25
日（
水
）〜
４
月
５
日（
日
）

参
加
費　
35
万
８
千
円
〜
49
万
５
千
円

申
込
締
切　

２
月
２
日（
月
）

説
明
会　
１
月
17
日（
土
）に
仙
台
市
で
行

い
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　
　
（
公
財
）国
際
青
少
年
研
修
協
会

☎
０
３‐
６
４
１
７‐
９
７
２
１

申
問

手話奉仕員養成講座（入門課程）手話奉仕員養成講座（入門課程）

　　福祉課地域障がい福祉係　☎62̶6637問

　手話を必要とする聴覚障がいを持つ方と出
会ったときに、手話で日常生活の会話ができる
程度の基礎的な知識を学びます。
日程　５月14日～ 10月８日までの毎週木曜日
時間　午後７時～午後９時　場所　中央公民館
費用　3,240円（テキスト代） 定員　20人
申込締切　３月31日（火）　　

FAX

　

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
苦
情
解
決
を
お

　

手
伝
い
し
ま
す

　
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
や
福
祉
施
設
等
の
福

祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
「
思
っ
て
い
た

サ
ー
ビ
ス
の
内
容
と
違
う
」「
職
員
に
い
や

な
こ
と
を
言
わ
れ
た
」
な
ど
の
不
満
や
苦

情
を
伝
え
た
い
と
き
は
、
ま
ず
利
用
し
て

い
る
事
業
所
の
苦
情
受
付
担
当
者
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

　
直
接
伝
え
に
く
い
場
合
や
、
事
業
所
と

話
し
合
っ
て
も
な
か
な
か
解
決
し
な
い
場

合
に
は
、
お
気
軽
に
委
員
会
に
相
談
く
だ

さ
い
。
利
用
の
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。
利

用
料
は
無
料
で
す
。

受
付
時
間　
８
時
30
分
〜
17
時

※
土
日
・
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く　
　

　
　
秋
田
県
運
営
適
正
化
委
員
会

　
（
福
祉
サ
ー
ビ
ス
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
）

　
　
　
　
☎
０
１
８‐
８
６
４‐
２
７
２
６

　

第
２
回
福
祉
の
就
職
フ
ェ
ア

　
福
祉
の
職
場
に
就
労
を
希
望
す
る
方
へ

の
求
職
活
動
の
支
援
と
し
て
、
人
材
を
求

め
る
福
祉
事
業
所
に
よ
る
個
別
面
談
会
な

ど
を
行
い
ま
す
。

日
時　

２
月
７
日（
土
）13
時
30
分
〜

場
所　
秋
田
拠
点
セ
ン
タ
ー
ア
ル
ヴ
ェ

　
　
　
　
　
　
　
　

２
階
多
目
的
ホ
ー
ル

内
容　
求
人
事
業
所
と
の
個
別
面
談
コ
ー

ナ
ー
、
求
職
相
談
コ
ー
ナ
ー　
な
ど

申
込
方
法　
求
職
者　
申
込
み
不
要

求
人
事
業
所　

１
月
16
日（
金
）ま
で
に
Ｆ

Ａ
Ｘ
で
予
約
申
込
み
を
し
、
参
加
可
能
で

あ
る
旨
を
確
認
し
た
後
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
申
込
み
く
だ
さ
い
（
先
着
順
）

http://w
w
w
.fukushi-w

ork.jp/

　
　
　
秋
田
県
社
会
福
祉
協
議
会

　
　
　
　
☎
０
１
８‐
８
６
４‐
２
８
８
０

　
　
　
　
　
０
１
８‐
８
６
４‐
２
８
７
７

申
問

の
職
場
に
就
労
を
希
望
す
る
方
へ

の
求
職
活
動
の
支
援
と
し
て
、
人
材
を
求

め
る
福
祉
事
業
所
に
よ
る
個
別
面
談
会
な

　
　
　
　
　
　
　
　

２
階
多
目
的
ホ
ー
ル

　
求
人
事
業
所
と
の
個
別
面
談
コ
ー

ま
で
に
Ｆ

Ａ
Ｘ
で
予
約
申
込
み
を
し
、
参
加
可
能
で

あ
る
旨
を
確
認
し
た
後
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

北秋田市消防出初式分列行進に係る
交通規制のお知らせ

　本年の分列行進は鷹巣地区で開催のため、下記
のとおり車輌全面通行止めになります。
【日時】　平成27年１月４日（日）午前９時～
【交通規制箇所】　市役所～文化会館まで
※交通規制は午前９時から始まります

　　消防本部　☎62̶1119問　　秋田労働局賃金室　☎018̶883̶4266問

　　すべての産業及び労働者に適用される「秋田県
最低賃金」は平成26年10月５日から　　　　　　　
に改正されています。
　また、特定の産業に適用される４つの「特定最
低賃金（時間給）」も平成 26 年 12 月 27 日から次
のとおり改正されました。

「時間給679円」

使用者　労働者
必ずチェック

も も
最低賃金！

使用者　労働者
必ずチェック

も も
最低賃金！

使用者　労働者
必ずチェック

も も
最低賃金！

特定最低賃金の件名 最低
賃金額

804円

738円

776円
765円

非鉄金属製錬・精製業

電子部品・デバイス・電子回路、
電池、電子応用装置、その他の電気
機械器具、映像・音響機械器具、
電子計算機・同附属装置、製造業

自動車・同附属品製造業

自動車（新車）、自動車部品・附属
品小売業

車輌待機場所郵便局

鷹ノ巣駅

交流センター

出発地点（市役所前）

式典会場（文化会館）

観閲地点（北都銀行鷹巣支店前）

出発地点（市役所前）

式典会場（文化会館）

観閲地点（北都銀行鷹巣支店前）

９時

10時

９時５分頃


